
 

   火災・風水害等の天災により、り災した家屋等から発生した家庭ごみ（家財等に限ります。）を

市の処理施設に搬入する場合、事前の申請により、ごみ処理手数料が減免されることがあります。 
 

（１）手続きの手順 

① 消防署（火災のとき）、収納課・各市民センター（風水害等のとき）で、り災証明書の発行手続きを行う。 

② 事前に、り災者本人または親族が、「一般廃棄物搬入手数料減免申請書（り災）」に①のり災証明書

（写し可）を添えて、環境施設課へ手数料の減免申請を行います。申請書は、環境政策課（呉市役所

本庁舎）や各市民センターへの提出も可能です。（閉庁日を除く） 

 ※ 様式は呉市のホームページ（組織で探す⇒環境部：環境施設課）でダウンロードもできます。 

③ 審査後、「一般廃棄物搬入手数料減免決定通知書（り災）及び搬入許可証兼受付票（減免）」を交付

します。 

④ ごみ処理施設への搬入前に、環境施設課職員が搬入許可証兼受付票（減免）と搬入物を確認した後

で、ごみ処理施設に搬入していただきます。（土曜日の搬入の場合は、計量棟で直接受け付けます。） 
 

（２）搬入できるもの 

搬入できるものは、り災により発生した家財等の家庭系ごみで、呉市ごみ出しカレンダーに記載されて

いる基準と同様です。（ごみ出しカレンダーは、上記環境政策課や各市民センターにも置いています。） 

搬入前に、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」「有害・危険ごみ」等に分別してください。 
 

（３）搬入できないもの 

• 店舗・事業所・工場等から発生した産業廃棄物 

• 家屋の構造木材や畳建具類、内外装材、宅内設備品、瓦、がれき、土砂等の混ざったごみ 

• 解体や改修にかかるもの（個人が家屋解体などをした場合を含みます。） 

• エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機などの家電リサイクル対象品 

• ガスボンベ、金庫、バッテリー、タイヤ、消火器など、市の施設で処理できないもの   など 

※ 購入店、販売店等に相談して引き取ってもらうか、市の許可を受けた各地域の一般廃棄物処理業者

（旧呉市内の場合は、呉市環境事業協同組合 電話：74-3344）などに処理を依頼してください。（有料） 
 

（４）減免の対象とならないもの 

• 住居以外（倉庫、車庫等）の り災によるもの 

※ 別荘や空き家など、常態的な居住の実態が無い場合も対象になりません。 

• 事業所等のり災による事業系一般廃棄物（住宅併用店舗の、店舗部分の り災によるものを含みます。） 

• アパート等賃貸住宅の所有者が、賃貸に供した部分でり災したもの 
 

（５）注意事項その他 

• 申請の期間は、り災の日から 1年間です。 

• 搬入は、り災者本人またはその親族が搬入するか、他に依頼する場合には、呉市の一般廃棄物収集

運搬業許可（固形状）を有する業者に依頼してください。（産業廃棄物処理業の許可しかない業者は、

搬入はできません。） 

• 搬入の際、搬入許可証兼受付票（減免）をお持ちでない場合は、減免できません。 

• 業者に依頼した際のごみの収集運搬に伴う経費は、り災者の負担となります。 

• 業者（解体，便利屋等）の方からのお問い合わせや申請には応じられません。 

火災等により発生したごみの処理手数料の減免 

【お問い合わせ及び減免等申請先】  電話番号：0823-74-9107  ＦＡＸ：0823-74-3312 

所在地：〒737-0134 呉市広多賀谷３丁目９番２号  呉市環境部 環境施設課 


